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一宮市病院事業部管理規程第9号 

一宮市病院事業職員の在宅勤務等手当支給に関する規程 

(趣旨) 

第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一

宮市条例第35号。以下「条例」という。)第9条の2第3項の規定に基づき、在宅勤務等手

当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

(在宅勤務等の場所) 

第2条 条例第9条の2第1項の規程で定める場所は、次に掲げる場所とする。 

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は

2親等内の親族の住居 

(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。) 

(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として病院事業管理者(以下「管理者」という。)

が認めるもの 

(正規の勤務時間から除かれる時間) 

第3条 条例第9条の2第1項の規程で定める時間は、次に掲げる時間とする。 

(1) 一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号)第30条

第2項に規定する休日に割り振られた勤務時間(特に勤務することを命ぜられた時間

を除く。) 

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特

に承認があった時間 

(1か月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間) 

第4条 条例第9条の2第1項の規程で定める期間は、3か月とする。 

(確認) 

第5条 管理者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第9

条の2第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、

在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必

要な事項を確認するものとする。 

2 管理者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等

を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。 

(支給日等) 

第6条 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。 

2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手

当をその際支給する。 

3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した
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日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者に

おいて支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であ

るときは、その際支給するものとする。 

(支給期間等) 

第7条 職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、

同項に規定する規程で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在

宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認めら

れた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手

当を支給しない。 

(雑則) 

第8条 この規程に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。 

(一宮市病院事業職員の通勤手当支給に関する規程の一部改正) 

2 一宮市病院事業職員の通勤手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程

第26号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(通勤手当の額) (通勤手当の額) 

第2条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第2条 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 通勤のため自転車又は原動機付自転

車、自動車その他の原動機付の交通用具

を利用するもの(前2号に該当するもの

を除く。) 次に掲げる通勤距離の区分

に応じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額(           

                 

          定年前再任用短

時間勤務職員にあっては、その額に100

分の62(勤務条件の特殊性その他のやむ

を得ない理由によりこれにより難い場

合は、これに相当する範囲内で別に定め

る割合)を乗じて得た額) 

(3) 通勤のため自転車又は原動機付自転

車、自動車その他の原動機付の交通用具

を利用するもの(前2号に該当するもの

を除く。) 次に掲げる通勤距離の区分

に応じ、支給単位期間につき、それぞれ

次に定める額(在宅勤務等手当を支給さ

れる職員にあっては、その額に100分の5

0を乗じて得た額とし、定年前再任用短

時間勤務職員にあっては、その額に100

分の62(勤務条件の特殊性その他のやむ

を得ない理由によりこれにより難い場

合は、これに相当する範囲内で別に定め

る割合)を乗じて得た額) 

ア～ス 略 ア～ス 略 

2・3 略 2・3 略 



4 運賃相当額は、次の各号に掲げる交通機

関の区分に応じ、当該各号に定める額(そ

の額に1円未満の端数がある場合は、その

端数を切り捨てた額)とする。 

4 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 回数乗車券等を使用することが最も

経済的かつ合理的であると認められる

交通機関 当該回数乗車券等の通勤21

回分               

                 

    の運賃の額 

(2) 回数乗車券等を使用することが最も

経済的かつ合理的であると認められる

交通機関 当該回数乗車券等の通勤21

回分(在宅勤務等手当を支給される職員

にあっては、1か月当たりの平均通勤所

要回数分)の運賃の額 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 


